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公 告

○福岡県の人事行政の運営等の状況の公表 (人 事 課) １

公告

福岡県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 (平成17年福岡県条例第８号) 第

６条の規定により､ 福岡県の人事行政の運営等の状況について､ 次のように公表する｡

平成21年９月30日

福岡県知事 麻 生 渡

……………

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�

目 次

公 告

��������	


� �  � � �

� � �

�
�
	
�
�


�

�
�

�
�

�
>
?
@
2
A
�
B
C
D



( (((1 111
) ))) ア
職
員
の
採
用

平
成
20
年
度
に
新
た
に
採
用
さ
れ
た
一
般
職
の
職
員
及
び
新
た
に
再
任
用
さ
れ
た
職
員
の
状
況
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。

（
単
位
：
人
）

区
分

合
計

行
政
職

警
察
職

教
育
職

技
能
労
務
職

研
究
職

医
療
職

新
規
採
用

(1
)

(1
)

98
1

16
3

51
7

28
6

0
15

新
規
再
任
用

(3
9)

(1
4)

(1
)

(2
3)

(1
)

17
6

58
22

64
23

9

（
注
）
１

新
規
採
用
に
は
国
や
他
団
体
と
の
人
事
交
流
に
伴
う
採
用
を
含
み
ま
す
。

２
政
令
市
立
学
校
の
教
職
員
は
含
み
ま
せ
ん
。

３
「
新
規
採
用
」
欄
の
（

）
内
は
任
期
付
採
用
職
員
で
、
内
数
で
す
。

４
「
新
規
再
任
用
」
欄
の
（
）
内
は
短
時
間
勤
務
職
員
で
、
内
数
で
す
。

イ
職
員
の
離
職

平
成
20
年
度
に
離
職
し
た
一
般
職
の
職
員
及
び
再
任
用
を
満
了
し
た
職
員
の
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

（
単
位
：
人
）

区
分

合
計

行
政
職

警
察
職

教
育
職

技
能
労
務
職

研
究
職

医
療
職

離
定
年
退
職

96
5

24
5

38
8

25
5

36
41

職
そ
の
他

71
1

15
3

18
6

32
9

9
34

再
任
用
の
満
了

(1
4)

(7
)

(1
)

(6
)

98
43

17
21

14
3

（
注
）
１

政
令
市
立
学
校
の
教
職
員
は
含
み
ま
せ
ん
。

２
「
再
任
用
の
満
了
」
欄
の
（

）
内
は
短
時
間
勤
務
職
員
で
、
内
数
で
す
。
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２ ２２２
　 　　　
職
員

職
員
職
員

職
員
の ののの
給
与

給
与
給
与

給
与
の ののの
状
況

状
況
状
況

状
況

 ( (((
1 111)
 ) ) ) 
人
件
費

人
件
費

人
件
費

人
件
費
の ののの
状
況

状
況
状
況

状
況
（ （（（
普
通
会
計
決
算
見
込

普
通
会
計
決
算
見
込

普
通
会
計
決
算
見
込

普
通
会
計
決
算
見
込
） ）））

 ( (((
2 222)
 ) ) ) 
職
員
給
与
費

職
員
給
与
費

職
員
給
与
費

職
員
給
与
費
の ののの
状
況

状
況
状
況

状
況
（ （（（
普
通
会
計
決
算
見
込

普
通
会
計
決
算
見
込

普
通
会
計
決
算
見
込

普
通
会
計
決
算
見
込
） ）））

（
注
）
１
　
職
員
手
当
に
は
退
職
手
当
を
含
み
ま
せ
ん
。

３ ３３３
　 　　　
職
員

職
員
職
員

職
員
の ののの
平
均
給
与
月
額

平
均
給
与
月
額

平
均
給
与
月
額

平
均
給
与
月
額
、 、、、
初
任
給
等

初
任
給
等

初
任
給
等

初
任
給
等
の ののの
状
況

状
況
状
況

状
況

 ( (((
1 111)
 ) ) ) 
職
員

職
員
職
員

職
員
の ののの
平
均
年
齢

平
均
年
齢

平
均
年
齢

平
均
年
齢
、 、、、
平
均
給
料
月
額
及

平
均
給
料
月
額
及

平
均
給
料
月
額
及

平
均
給
料
月
額
及
び びびび
平
均
給
与
月
額

平
均
給
与
月
額

平
均
給
与
月
額

平
均
給
与
月
額
の ののの
状
況

状
況
状
況

状
況
（ （（（
２ ２２２
1 111年 年年年
４ ４４４
月 月月月
１ １１１
日
現
在

日
現
在

日
現
在

日
現
在
） ）））

5
8
.2

4
9
.3

3
5

,9
5
0

4
5
.7

4
6
.9

3
9
9
,5

5
5

3
3
5
,

0
8

3
4
3
,4

0
5

5
2
.6

4
9
,8

2
3

4
8
5
,9

6
4

3
9
2
,4

2
5

3
9
2
,9

8
9

3
5
2
,8

5
8

5
.9

3
9
7
,

7
4
,7

8

5
.2

0
2
,5

6
3
,6

3
8

3
4
9
,2

3
6

  
  
  
２
　
職
員
数
は
平
成
２
０
年
４
月
１
日
現
在
の
人
数
で
、
教
育
長
及
び
電
気
事
業
・
工
業
用
水
道
事
業
・
工
業
用
地
造
成
事
業

　
　
　
　
・
病
院
事
業
・
流
域
下
水
道
事
業
・
県
営
埠
頭
施
設
整
備
運
営
事
業
職
員
（
計
１
７
２
人
）
を
除
き
ま
す
。

3
4
2
,3

3
8

4
9
.9

7
,6

8
6

4
3
.7

5
,6

7
2

5
,9

7
7
,7

4
7

3
5
3
,0

7
8

4
4

,3
3
3

,4
7
6
,3

4
9
,2

7
8

,7
4
5
,5

4
6

  

  

3
6
.0

  
  

  

3
5
.

  

5
8
,5

4
5
,0

2
2

5
,0

3
,8

7
0

  
  

 

  

5
.7

3
7
5
,4

3
0

  
  

 

2
4
2
,6

3
3
,3

9
6

4
5
7
,6

8
3

4
0
0
,3

8
2

3
7
2
,3

8

4
5
,9

0
2

4
8
2
,3

2
9

3
7
3
,5

9
2
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（
注
）

1
「
平
均
給
料
月
額
」
と
は
、
２
１
年
４
月
１
日
現
在
に
お
け
る
各
職
種
ご
と
の
職
員
の
基
本
給
の
平
均
で
す
。

2

（ （（（
2 222)
 ) ) ) 
職
員

職
員
職
員

職
員
の ののの
初
任
給

初
任
給

初
任
給

初
任
給
の ののの
状
況

状
況
状
況

状
況
（ （（（
２ ２２２
1 111年 年年年
４ ４４４
月 月月月
１ １１１
日
現
在

日
現
在

日
現
在

日
現
在
） ）））

 (  ( ( (
3 333)
 ) ) ) 
職
員

職
員
職
員

職
員
の ののの
経
験
年
数
別

経
験
年
数
別

経
験
年
数
別

経
験
年
数
別
・ ・・・
学
歴
別
平
均
給
料
月
額

学
歴
別
平
均
給
料
月
額

学
歴
別
平
均
給
料
月
額

学
歴
別
平
均
給
料
月
額
の ののの
状
況

状
況
状
況

状
況
（ （（（
２ ２２２
1 111年 年年年
４ ４４４
月 月月月
１ １１１
日
現
在

日
現
在

日
現
在

日
現
在
） ）））

  
  

  
  

 

2
4
4
,2

2
7

3
9
.7

3
3

,8
4
0 2
9
,8

8
07
8
,8

0
0

「
平
均
給
与
月
額
」
と
は
、
給
料
月
額
と
毎
月
支
払
わ
れ
る
扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
住
居
手
当
、
時
間
外

勤
務
手
当
な
ど
の
諸
手
当
の
額
を
合
計
し
た
も
の
で
す
。

8
,2

0
0

7
2
,2

0
0

4
0
,

0
0

2
9
,2

0
0

2
0
3
,

0
0

2
0
0
,0

0
0

5
8
,

0
0

6
4
,7

0
0

9
7
,2

0
0

4
4
,5

0
0

3
2
6
,8

0
4

3
4
9
,5

9
2

3
,5

3
6

2
8
3
,2

3
6

2
7
8
,2

7
6

3
2
5
,

2
4

 
 

3
7
6
,

6

5
4
,9

0
0

2
,6

0
0

9
9
,7

0
0

2
7
2
,9

2
7

2
4
3
,5

3
3

3
9
4
,0

0
4

2
8
5
,

8

2
5
7
,5

6
9

3
0
4
,

6
0

3
6

,3
8

3
0
0
,9

6
0

3
9
8
,4

6
4

3
3
2
,2

3
8

3
8

,9
3
5

2
2
6
,6

5
6

3
,6

6
3

3
3
8
,7

0

9
9
,7

0
0

3
6

,5
7
9

2
9
4
,2

5
3

2
5
0
,4

3

4
6

,7
6

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�
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４ ４４４
　 　　　
一
般
行
政
職

一
般
行
政
職

一
般
行
政
職

一
般
行
政
職
の ののの
級
別
職
員
数
等

級
別
職
員
数
等

級
別
職
員
数
等

級
別
職
員
数
等
の ののの
状
況

状
況
状
況

状
況

 ( (((
1 111)
 ) ) ) 
一
般
行
政
職

一
般
行
政
職

一
般
行
政
職

一
般
行
政
職
の ののの
級
別
職
員
数

級
別
職
員
数

級
別
職
員
数

級
別
職
員
数
の ののの
状
況

状
況
状
況

状
況
（ （（（
２ ２２２
1 111年 年年年
４ ４４４
月 月月月
１ １１１
日
現
在

日
現
在

日
現
在

日
現
在
） ）））

0
0
.0

（
注
）
１
　
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
給
料
表
の
級
区
分
に
よ
る
職
員
数
で
す
。

  
  
  
２
　
標
準
的
な
職
務
内
容
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
級
に
該
当
す
る
代
表
的
な
職
務
で
す
。

  

,
9
6

2
5
.

3
6
.4

5
5

3
,0

7
0

6
.7

3
3
0

3
.9

2
,

2

.0
8
3

5
.84
.2

4
9
2

0
.2

0
.

5

5
6
8

6
.6

3
.9

%
3
.6

%
0
.4

%

6
.6

%
6
.4

%
.4

%

2
5
.

%
2
6
.0

%

.4
%

3
6
.4

%
3
5
.8

%

4
.6

%

6
.7

%
7
.2

%

2
.3

%

4
.2

%
4
.0

%

3
5
.3

%

5
.8

%
5
.7

%

 5
.2

%

.0
%

.0
%

3
.2

%

0
.2

%
0
.2

%
 5

.0
%

0
.

%
0
.

%
0
.9

%
0
.3

%

0
%

0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

8
0
%

9
0
%

0
0
%

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�
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（ （（（
2 222） ）））
昇
給

昇
給
昇
給

昇
給
へ
の

へ
の
へ
の

へ
の
勤
務
成
績

勤
務
成
績

勤
務
成
績

勤
務
成
績
の ののの
反
映
状
況

反
映
状
況

反
映
状
況

反
映
状
況
（ （（（
行
政
職
給
料
表
適
用
者

行
政
職
給
料
表
適
用
者

行
政
職
給
料
表
適
用
者

行
政
職
給
料
表
適
用
者
） ）））

8
,5

4
0

５ ５５５
　 　　　
職
員

職
員
職
員

職
員
の ののの
手
当

手
当
手
当

手
当
の ののの
状
況

状
況
状
況

状
況

 ( (((
1 111)
 ) ) ) 
期
末
手
当

期
末
手
当

期
末
手
当

期
末
手
当
・ ・・・
勤
勉
手
当

勤
勉
手
当

勤
勉
手
当

勤
勉
手
当

  

2
0

2
0

0
2
5

0
2
5

（
注
）
　
( 
 )
内
は
、
再
任
用
職
員
に
係
る
支
給
割
合
で
す
。

 (  ( ( (
2 222)
 ) ) ) 
退
職
手
当

退
職
手
当

退
職
手
当

退
職
手
当
（ （（（
２
１

２
１
２
１

２
１
年 年年年
４ ４４４
月 月月月
１ １１１
日
現
在

日
現
在

日
現
在

日
現
在
） ）））

 
  

  
  

 
  

  
  

2
0

2
0

（
注
）
　
退
職
手
当
の
１
人
当
た
り
平
均
支
給
額
は
、
20
年
度
に
退
職
し
た
全
職
種
に
係
る
職
員
に
支
給
さ
れ
た
平
均
額
で
す
。

2
3
.5

0
3
0
.5

5

3
3
.5

0

 
 

 
 

2
9

4
.3

4

5
9
.2

8

4
7
.5

0
5
9
.2

8

.5
0

(0
.7

5
)

3
4
87

  

9
,3

6
3

8
,5

4
0

  

3
.0 .6

 
 

  

.6
(0

.7
5
)

 
 

 

4
7
.5

0
5
9
.2

8

4
.3

4

5
9
.2

8
5
9
.2

8

.5
0

2
3
.5

0

3
3
.5

0

6
7 3
0
.5

5

3
.0

 
 

5
9
.2

8

6
,7

9
2
7
,0

8
0

 

 
 

9
6
3

 

 
 

0 0

 
 

 

6
,9

3

,2
2
8

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�
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 ( (((
3 333)
 ) ) ) 
地
域
手
当

地
域
手
当

地
域
手
当

地
域
手
当
（ （（（
２
１

２
１
２
１

２
１
年 年年年
４ ４４４
月 月月月
１ １１１
日
現
在

日
現
在

日
現
在

日
現
在
） ）））

（
注
）
　
１
　
医
師
及
び
歯
科
医
師
の
支
給
率
は
１
４
％
で
す
。

 ( (((
4 444)
 ) ) ) 
特
殊
勤
務
手
当

特
殊
勤
務
手
当

特
殊
勤
務
手
当

特
殊
勤
務
手
当
（ （（（
２ ２２２
1 111年 年年年
４ ４４４
月 月月月
１ １１１
日
現
在

日
現
在

日
現
在

日
現
在
） ）））

6
,

8
4

5
9
.0

3
.2

5

4

5
2
,9

6
0

3
4

7
7 4

3
.2

52

6

3

4
.5

0
0

6
,2

6
7

0
8
,7

8

2

2
0

2
0

8
,5

5
,6

9
2

,

,
,

,

4
6

3
.6

6
4
.

4 7
7
,6

8

4
m

2
,5

5
8
,5

2
3

5

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�
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6
,0

0
0

8
.3

9
0
0

3
,4

0
0

6
,4

0
0

2
,8

0
0

2
,4

0
0

6
,0

0
0

 

           

3
,4

0
0

2

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�
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�

�

�
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�

�
�
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�

�
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�
�

�

�
�
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 ( (((
5 555)
 ) ) ) 
時
間
外
勤
務
手
当

時
間
外
勤
務
手
当

時
間
外
勤
務
手
当

時
間
外
勤
務
手
当
（ （（（
全
職
員

全
職
員

全
職
員

全
職
員
） ）））

 (  ( ( (
6 666)
 ) ) ) 
そ
の

そ
の
そ
の

そ
の
他 他他他
の ののの
手
当

手
当
手
当

手
当
（ （（（
２
１

２
１
２
１

２
１
年 年年年
４ ４４４
月 月月月
１ １１１
日
現
在

日
現
在

日
現
在

日
現
在
） ）））

2
3
,0

0
0

2
,0

0
0

2
3
,0

0
0

 
2
7
,0

0
0

  
,0

0
0

2
3
,0

0
0

/
2

4
,9

0
0

/
2

  
2
5
/

0
0

  
  

  
 

  
  

  
 

5
,

0
0

 2
0
,0

0
0

7
,2

0
0

 5
,9

0
0

4
,4

7
0
,8

8
7

2
,5

0
0

6
2
2

5
,0

0
0

3
0
6
,9

0
0

3
5

  
  

 
0
0
,0

0
0

0
2
5
,0

0
0

0

3
,0

0
0

  
6
,5

0
0

,0
0
0

6
2
2 5
,2

0
0

6
6

  

7
3

7
4
,9

6
8

6
,7

2
2
,6

6
7

,2
2
8
,9

8

6
,4

6
7
,0

0
4

3
0
,4

2
3

2
4
2
,6

4
3

2
6
,2

5
9

    
  

 5
5
,0

0
0

    
 

2
,0

0
0

  
  

  
  

2
4
,5

0
0

    
/
2

  
 

4
0
,9

0
0

3
5
 

2
3
,0

0
0

6
8
,0

0
0

  
  

  

  
  

  
  

2
,0

0
0

  
4
,0

0
0

  
  

  
2
,0

0
0

.5

9
3
,6

4
0

8
5
,9

2
3

2
0
2
,4

8
8

4
,2

0
0

9
5
6
,0

9
7

,6
2
3
,9

5
2

7
3
,9

7

2
5
0
,5

0
4

9
9
,8

7
4

9
,0

5
6
,8

8
0

8
,6

3
,2

8

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�
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*
 4

%
6
%

4
%

2
%

 
3
5
/

0
0 8

%
4
%

2
7
,2

7
3

5
,2

5
2
,9

9
3

2
,3

2
3
,9

4
5

5
4
,3

7
7

9
3
,4

2
8

+

*
6
%

2
2
%

3
5
%

*
3
%

5
%

3
%

*
5

 4
%

 
 2

%

0
5
,5

8
4

2
,4

5
7
,0

2
7
2
3
,7

8

8
6
,2

7
3

4
2
,

0
0

3
9
,

0
0

6
8
,3

5
0

3
3
6
,2

5
6

5
9
,8

9
4

2
3
,9

6
4

5
%

3
%5
,9

0
0

 
*

3
/
4

*
2
/
4

          
  

  
%

2
5
%

3
9
,5

0
5

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�
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６ ６６６
　 　　　
特
別
職

特
別
職

特
別
職

特
別
職
の ののの
報
酬
等

報
酬
等

報
酬
等

報
酬
等
の ののの
状
況

状
況
状
況

状
況
（ （（（
２ ２２２
1 111年 年年年
４ ４４４
月 月月月
１ １１１
日
現
在

日
現
在

日
現
在

日
現
在
） ）））

,0
8
0
,0

0
0

8
9
0
,0

0
0

,
0
,0

0
0

  
4
.5

%

,3
5
0
,0

0
0

2
5
,9

2
0
,0

0
0

3
.3

5

9
8
0
,0

0
0

3
5

0
.6

5

  
  

0
8

0
.5

4
2
,

2
0
,0

0
0

  
  

3
.3

5

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�

	


�

�

�
�
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７ ７７７
　 　　　
職
員
数

職
員
数

職
員
数

職
員
数
の ののの
状
況

状
況
状
況

状
況

 (  ( ( (
1 111)
 ) ) ) 
部
門
別
職
員
数

部
門
別
職
員
数

部
門
別
職
員
数

部
門
別
職
員
数
の ののの
状
況

状
況
状
況

状
況
と ととと
主 主主主
な ななな
増
減
理
由

増
減
理
由

増
減
理
由

増
減
理
由

(

 (  ( ( (
2 222)
 ) ) ) 
年
齢
別
職
員
構
成

年
齢
別
職
員
構
成

年
齢
別
職
員
構
成

年
齢
別
職
員
構
成
の ののの
状
況

状
況
状
況

状
況
（ （（（
２
１

２
１
２
１

２
１
年 年年年
４ ４４４
月 月月月
１ １１１
日
現
在

日
現
在

日
現
在

日
現
在
） ）））

4
9

7
,2

2
0

8
,5

3
4

7
,6

7
8

5
,4

8
0

2
0

5
,

7
9

3
2

2
7

2
3

3

4
0

5

5
2

4
4

2
0

3
6

(注
)

2
4

2
8,5

8
5

4
8

 3
6
7

0
5
9
.4

8

3
5

3
,9

3
6

,6
6
5

 2
8

4
3

4
7

 6
6
5

0
6
2
7
.3

8

0
,0

7
.

0

(
0

2
3
0
.2

3

　
そ
の
他
は
、
各
種
委
員
会
（
教
育
を
除
く
。
）
、
警
察
本
部
、
議
会
事
務
局
、
企
業
局
で
す
。

 8
0

5
,8

4
4

3
9

8
,0

2
5

3
,5

6
9

8
,2

4
3

4
,0

4
8

6
0

5
6

5
5

5
9

5
,

7
9

2
,8

4
6

5
,3

0
4

9
6
6

8
5

3
,8

2
8

4
,7

7

0246802468

%

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�
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 (  ( ( (
3 333)
 ) ) ) 
定
員
管
理

定
員
管
理

定
員
管
理

定
員
管
理
の ののの
数
値
目
標
及

数
値
目
標
及

数
値
目
標
及

数
値
目
標
及
び びびび
進
捗
状
況

進
捗
状
況

進
捗
状
況

進
捗
状
況

 ①  ① ① ①
　 　　　
平
成

平
成
平
成

平
成
１
９

１
９
１
９

１
９
年
度

年
度
年
度

年
度
～ ～～～
平
成

平
成
平
成

平
成
２
３

２
３
２
３

２
３
年
度

年
度
年
度

年
度
に
お
け
る

に
お
け
る

に
お
け
る

に
お
け
る
定
員
管
理

定
員
管
理

定
員
管
理

定
員
管
理
の ののの
数
値
目
標

数
値
目
標

数
値
目
標

数
値
目
標

人
人

人
％

 ②  ② ② ②
　 　　　
定
員
管
理

定
員
管
理

定
員
管
理

定
員
管
理
の ののの
数
値
目
標

数
値
目
標

数
値
目
標

数
値
目
標
の ののの
年
次
別
進
捗
状
況

年
次
別
進
捗
状
況

年
次
別
進
捗
状
況

年
次
別
進
捗
状
況
（ （（（
実
績

実
績
実
績

実
績
） ）））
の ののの
概
要

概
要
概
要

概
要

８ ８８８
　 　　　
公
営
企
業
職
員

公
営
企
業
職
員

公
営
企
業
職
員

公
営
企
業
職
員
の ののの
状
況

状
況
状
況

状
況

①
 

①
 
①
 

①
 職
員
給
与
費

職
員
給
与
費

職
員
給
与
費

職
員
給
与
費
の ののの
状
況

状
況
状
況

状
況

決
算
見
込

（
注
）
１
　
職
員
手
当
に
は
退
職
手
当
を
含
み
ま
せ
ん
。

  
  
  
２
　
職
員
数
は
、
平
成
２
１
年
３
月
３
１
日
現
在
の
人
数
で
す
。

5

-
-

3
,6

2
7

2
8
,

8
2

8
6
,0

7
6

　
そ
の
他
は
、
各
種
委
員
会
（
教
育
を
除
く
。
）
、
警
察
本
部
、
議
会
事
務
局
、
企
業
局
で
す
。

 

3
2
,4

9
6

,6
2
5

7
,2

5
6

4
4
,0

8
9

9
,4

2
3

2
0
,8

8

3
0
,6

4

7
4
,3

3
0

2
0
,5

0
2

3
3
,9

0
8

7
5
,7

6
8

0
9
,3

7
4

7
,2

9
2

 3
,2

8
0
,5

9
2

5
,2

7
6
,2

9
6

6
7
,5

6
5

5
.4

3
8
.6

3
.4

-

-
 2

0
0

-

- -

5
0
,3

0

 2
,5

0
0

  

9

,4
2
5

,6
6
9

,6
6
5

,5
8
5

 
,5

5
0

 2
2
6

-
 7

5
0

3
,9

3
6

-

 3
3
4

 2
8

3
0
,9

4
6

-

縮
減
率

52
,8
10

50
,3
10

△
 2
,5
00

△
 4
.7

計
画
始
期

職
員
数

計
画
終
期

職
員
数

縮
減
数

8

,2
8
8
,5

5
7

3
0
8
,9

6
6

4
4

7
,9

3
9

-
- -

-

(注
)１

-

　
計
画
期
間
は
、
平
成
１
９
年
度
～
平
成
２
３
年
度
の
５
年
間
で
す
。

4
5
9
,6

7
7

-
3

,5
6
9

 6
6
5

5
,8

4
4

8
,0

2
5

 3
6
7

 5
3
3

 8
0

5
,

7
9

 4

 
9
5

8
,2

4
3

8
,4

3
8

3
2
,2

7
0

5
2
,3

7
7

 4
3
3

9
9
,0

2
9

2
.3

.4

4
8
,0

5
4
0
.5

7
,4

3
3

8
7
6
,2

0
4

0

5
2
,8

0

　
３

　
２

8
,6

8
9

　
増
減
は
、
対
前
年
比
の
職
員
増
減
数
を
示
し
て
い
ま
す
。

 2
5

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�
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②
 

②
 
②
 

②
 職
員

職
員
職
員

職
員
の ののの
基
本
給

基
本
給

基
本
給

基
本
給
、 、、、
平
均
月
収
額
及

平
均
月
収
額
及

平
均
月
収
額
及

平
均
月
収
額
及
び びびび
平
均
年
齢

平
均
年
齢

平
均
年
齢

平
均
年
齢
の ののの
状
況

状
況
状
況

状
況
（ （（（
２
１

２
１
２
１

２
１
年 年年年
４ ４４４
月 月月月
１ １１１
日
現
在

日
現
在

日
現
在

日
現
在
） ）））

・ ・・・
電
気
事
業

電
気
事
業

電
気
事
業

電
気
事
業

・ ・・・
工
業
用
水
道
事
業

工
業
用
水
道
事
業

工
業
用
水
道
事
業

工
業
用
水
道
事
業

・ ・・・
工
業
用
地
造
成
事
業

工
業
用
地
造
成
事
業

工
業
用
地
造
成
事
業

工
業
用
地
造
成
事
業

（
注
）
　
平
均
月
収
額
に
は
、
期
末
・
勤
勉
手
当
等
を
含
み
ま
す
。
  

③
 

③
 
③
 

③
 職
員

職
員
職
員

職
員
の ののの
手
当

手
当
手
当

手
当
の ののの
状
況

状
況
状
況

状
況

ア
　
期
末
手
当
・
勤
勉
手
当

5
2
0

5
2
0

5
2
5

0
2
5

（
注
）
　
( 
 )
内
は
、
再
任
用
職
員
に
係
る
支
給
割
合
で
す
。

イ
　
退
職
手
当
（
２
１
年
４
月
１
日
現
在
）

 
  

  
  

2
0

2
0

（
注
）
　
退
職
手
当
の
１
人
当
た
り
平
均
支
給
額
は
、
20
年
度
に
退
職
し
た
全
職
種
に
係
る
職
員
に
支
給
さ
れ
た
平
均
額
で
す
。

　
　
　

ウ
　
地
域
手
当
（
２
1年
４
月
１
日
現
在
）

.5
0

3
.0

5
7
9
,9

0
8

.6

5
7
4
,2

7
9

3
7
2
,6

6
9

5
9
.2

8
5
9
.2

8

3
3
.5

0
4

.3
4

4
7
.5

0
5
9
.2

8

4
.5

0

7
8
7

8

2
4

2
0
,2

0
8

3
0
.5

5

5
6
5
,4

9
9

3
.0

.5
0

(0
.7

5
)

2
3
.5

0

5
9
.2

8

,
9
4

6
3
7

2
3
.5

0

4
7
.5

0

(
.6

)
(0

.7
5
)

3
7
5
,9

6
8

3
.2

5
3
.2

5

4
2
.9 3
0
.5

5

4
4
.5

3
6
8
,3

0
5

4
4
.7

5
9
.2

8

7
,

3
5

6
5
,9

9

4
.5

0

5
9
.2

8

3
3
.5

0
4

.3
4

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
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エ
　
特
殊
勤
務
手
当
（
２
１
年
４
月
１
日
現
在
）

2

オ
　
時
間
外
勤
務
手
当

（
注
）
 時
間
外
勤
務
手
当
に
は
、
休
日
勤
務
手
当
を
含
み
ま
す
。

カ
　
そ
の
他
の
手
当
（
２
１
年
４
月
１
日
現
在
）

2
5
0
,0

7
3

4
,2

3
5

3
6
,6

0
0

5
,5

0
2

9
,8

4

3
,0

0
0

  
6
,0

0
0

 
  
  
  
  
  
 6

,5
0
0

  
  
  
  
  

,0
0
0

5
,0

0
0

6
2
2

5
,2

0
0

      
2
k
m

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

2
,0

0
0

  
  
  
  

2
5

,6
5

4

2
5
3

7
,4

2

  
 

2
3
,0

0
0

2
,0

0
0

2
3
,0

0
0

  
  
 

,0
0
0

2
3
,0

0
0

/
2

 
2
7
,0

0
0

4
,9

0
0

/
2

3
7
0

2
,9

5
6

4
4
.2

9
,3

6
0

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�

	


�

�

�
�
�
�

��

15



④
 

④
 
④
 

④
 定
員
管
理

定
員
管
理

定
員
管
理

定
員
管
理
の ののの
数
値
目
標
及

数
値
目
標
及

数
値
目
標
及

数
値
目
標
及
び びびび
進
捗
状
況

進
捗
状
況

進
捗
状
況

進
捗
状
況

ア
　
平
成
１
９
年
度
～
平
成
２
３
年
度
に
お
け
る
定
員
管
理
の
数
値
目
標

  
  
 →
7(
3)
①
を
参
照
（
公
営
企
業
分
は
県
全
体

）

イ
　
定
員
適
正
化
計
画
の
年
次
別
進
捗
状
況
（
実
績
）
の
概
要

  
  
 →
7(
3)
②
を
参
照
（
公
営
企
業
分
は

）

0

3
0 4

  
 

  
 

  
 

  
 

2
3
,0

0
0

0
0
k
m

  
  
  
  

6
,0

0
0

4
5
,0

0
0

  
  
  
  

,
4
2
,3

2
6

8
,4

7
5

3
0
,0

0
0

6
2

0

  

6
7
,3

0
0

0
9
,5

0
0

      

8
,0

0
0

  
  
  

,0
0
0

  
  
 

0
0

5
0

  
  
 

  

2
5
%

  
  
  
  

7
4

    

 
3
5
/

0
0

  
  
  
 

6
,8

5
4

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�
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職
種

日
程

試
験
の
種
類

試
験
区
分
等

受
付
期
間

１
次
試
験

２
次
試
験

最
終
合
格
発
表

上
級

行
政
、
学
校
事
務
、
児
童

2
6

2
9

2
8

2
6

福
祉
、
土
木
、
建
築
、
機

2

械
、
電
気
、
化
学
、
農
業
、

林
業
、
畜
産
、
水
産
、
獣

医
師
、
薬
剤
師

中
級

農
業

行
政
事
務
、
学
校
事
務
、

8
2
8

0
2
2

2
8

警
察
事
務
、
栄
養
士

2
9

0

初
級

一
般
事
務
、
学
校
事
務
、

0
2

警
察
事
務
、
土
木
、
林
業

0

民
間
企
業
等
行
政

2
2

2
8

職
務
経
験
者

警
察
官
Ａ

第
１
回

2
3

（
男
性
）

2
2

第
２
回

2
2

2
2
5

2
5

8

警
察
官
Ａ

－
（
女
性
）

2
2

警
察
官
Ａ

－
2
3

（
武
道
指
導
）

2
2

警
察
官
Ｂ

－
2

2
2
5

（
男
性
）

2
5

警
察
官
Ｂ

－
2

9
2

2
5

（
女
性
）

2
5

警
察
官
Ｃ
経
済
、
語
学
（
北
京
語
、

韓
国
・
朝
鮮
語
）
、
情
報

2
2

工
学

�

�

�

�

�

�
�
�

�
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�
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採
用

申
込
者
数
受
験
者
数
受
験
率

一
次

最
終

競
争

試
験
の
種
類

予
定
数

合
格
者
数
合
格
者
数
倍
率

(人
)

（
人
）

（
人
）

（
％
）

（
人
）

（
人
）

(倍
)

上
級

9
4

,7
5
2

,
2
2

6
4
.0

2
7
2

9
4

.9

中
級

3
8

,0
7
7

7
6

6
6
.5

4
4
4

6
.3

初
級

2
9

6
7

4
7
2

7
6
.5

9
0

3
0

5
.7

民
間
企
業
等
職
務
経
験
者

７
8
5
5

4
8
9

5
7
.2

2
2

9
5
4
.3

警
察
官
Ａ
（
男
性
）

3
3
5

5
,5

2
9

3
,4

4
4

6
2
.3

,4
3
5

3
6
4

9
.5

警
察
官
Ａ
（
女
性
）

4
6
6
0

2
9
8

4
5
.2

8
6

8
6
.6

警
察
官
Ａ
（
武
道
指
導
）

5
4

4
0
0
.0

3
3

.3

警
察
官
Ｂ
（
男
性
）

5
0

2
,5

6
5

,6
9
3

6
6
.0

6
9

7
6

9
.6

警
察
官
Ｂ
（
女
性
）

4
6
6
8

2
8
8

4
3
.

6
9

8
6
.0

警
察
官
Ｃ

8
2
6

9
7
3
.

7
9
.0

計
6
9
4

3
,7

5
3

8
,5

4
5

6
2
.

2
,7

8
9

7
5
7

.3

職
員
の
採
用
は
、
地
方
公
務
員
法
上
、
原
則
と
し
て
競
争
試
験
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
に
つ
い
て
、
人
事
委
員
会
の
承
認
が
あ
っ
た
場
合
は
選
考
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

各
任
命
権
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
採
用
選
考
請
求
に
つ
い
て
の
承
認
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

職
知

事
教
育
委
員
会
警
察
本
部
長

そ
の
他

計

部
長
相
当
職

次
長
相
当
職

課
長
相
当
職

課
長
補
佐
相
当
職

係
長
相
当
職

１

上
級
係
員
相
当
職

１
１

係
員
相
当
職

計

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�
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な
お
、
人
事
委
員
会
に
お
い
て
試
験
を
実
施
し
て
い
る
公
開
公
募
に
よ
る
採
用
選
考
の
実
施
状

況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

採
用

申
込
者
数
受
験
者
数

一
次

最
終

競
争

種
別

職
種

予
定
数

合
格
者
数
合
格
者
数
倍
率

(人
)

（
人
）

（
人
）

（
人
）

（
人
）

(倍
)

選
考

研
究
職
員
（
金
属
、
機

8
8

6
4

8
6

0
.7

（
前
期
）
械
B）
、
心
理
判
定
員
、

児
童
自
立
支
援
専
門
員

選
考

－

（
後
期
）

身
体
障
害
一
般
事
務
、
警
察
事
務

5
4

3
8

0
2
.7

者
を
対
象

と
す
る
採

用
選
考 職
員
の
昇
任
に
つ
い
て
は
、
警
察
官
昇
任
試
験
を
除
き
選
考
に
よ
り
実
施
し
て
い
ま
す
。

任
命
権
者
へ
委
任
し
た
も
の
を
除
く
昇
任
選
考
の
承
認
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

職
名

知
事

教
育
委
員
会

警
察
本
部
長

そ
の
他

合
計

部
長

９
１

１
０

次
長

２
６

３
２
６
(2
5)

５
５

課
長

８
７

１
２

５
９
(5
5)

１
５
８

課
長
補
佐

２
１
３

４
０

１
１

２
６
４

係
長

２
２
２

６
０

２
７

３
０
９

計
５
５
７

１
１
６

１
２
３
(8
0)

７
９
６

（
注
１
）

職
名
の
欄
は
、
相
当
職
を
含
む
。

（
注
２
）

（
）
内
は
公
安
職
で
内
数

�

�

�

�

�

�
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�
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任
命
権
者
は
、
任
期
付
職
員
（
任
期
付
招
へ
い
研
究
員
、
特
定
任
期
付
職
員
、
一
般
任
期
付
職

員
）
の
採
用
に
当
た
り
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

平
成
２
０
年
度
の
人
事
委
員
会
の
承
認
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
注
）・
任
期
付
招
へ
い
研
究
員
：
民
間
等
の
優
れ
た
研
究
者
を
県
の
試
験
研
究
機
関
に
受
け
入
れ
る
も
の

・
特
定
任
期
付
職
員
：
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
等
を
有
す
る
者
を
任
期
を
定
め
て
採
用
す
る
も
の

・
一
般
任
期
付
職
員
：
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
を
任
期
を
定
め
て
採
用
す
る
も
の

�

�

�
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�
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①
民
間
給
与
と
の
較
差
（
0.
02
%）
が
極
め
て
小
さ
い
こ
と
か
ら
、
月
例
給
の
水
準
改
定
は
行
わ
な

い

②
期
末
・
勤
勉
手
当
（
ボ
ー
ナ
ス
）
も
民
間
の
支
給
割
合
と
お
お
む
ね
均
衡
し
、
改
定
な
し

③
勤
務
時
間
に
つ
い
て
は
、
県
内
民
間
事
業
所
の
状
況
、
人
事
院
勧
告
（
1日
7時
間
45
分
、
1週
38

時
間
45
分
に
改
定
）
を
考
慮
し
て
見
直
す
こ
と
が
適
当

平
成
２
０
年
１
０
月
２
日

①
月
例
給
の
較
差

本
年

参
考
（
平
成
１
９
年
）

０
.０
２
％

９
９
円

０
.１
３
％

５
２
３
円

②
期
末
・
勤
勉
手
当

民
間
の
年
間
支
給
割
合

県
職
員
の
年
間
支
給
割
合

４
.４
９
月

４
.５
０
月

職
員
と
民
間
の
月
例
給
の
較
差
が
極
め
て
小
さ
い
こ
と
、
民
間
の
ボ
ー
ナ
ス
の
年
間
支
給
割
合
が

職
員
の
期
末
・
勤
勉
手
当
の
年
間
支
給
割
合
と
お
お
む
ね
均
衡
し
て
い
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
月
例

給
及
び
期
末
・
勤
勉
手
当
の
改
定
は
行
わ
な
い
。

①
地
域
手
当
の
支
給
割
合
の
改
定

支
給

割
合

支
給

地
域

平
成
21
年
度
以
降

平
成
20
年
度
（
現
行
）

東
京
都
千
代
田
区

10
0分
の
17

10
0分
の
16

大
阪
市

10
0分
の
14

10
0分
の
13

名
古
屋
市

10
0分
の
12
（
改
定
な
し
）

10
0分
の
12

福
岡
市

10
0分
の
4.
5

10
0分
の
4.
25

福
岡
市
を
除
く
福
岡
県
内
の
地
域

10
0分
の
3.
25

10
0分
の
3

②
実
施
時
期

平
成
２
１
年
４
月
１
日

①
改
定
内
容

獣
医
師
は
、
食
の
安
全
確
保
等
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
そ
の
優
秀
な
人
材
の

確
保
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
中
で
、
採
用
試
験
に
お
い
て
十
分
な
受
験
者
数
の
確
保
に
苦
慮
す
る

状
況
が
続
い
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
民
間
事
業
所
の
初
任
給
と
の
較
差
を
考
慮
し
、
初
任
給
調
整

手
当
を
改
定
す
る
。

・
手
当
の
上
限
額

13
,0
00
円
→
25
,0
00
円

・
手
当
の
支
給
期
間

５
年
→
10
年
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②
実
施
時
期

平
成
２
１
年
４
月
１
日

①
給
与
に
つ
い
て

ア
通
勤
手
当
に
つ
い
て
は
、
県
内
民
間
事
業
所
の
支
給
状
況
等
を
勘
案
し
、
交
通
用
具
使
用
者

に
係
る
手
当
月
額
の
算
出
方
法
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

イ
公
立
学
校
の
教
員
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
及
び
特
殊
勤
務
手
当

（
教
員
特
殊
業
務
手
当
）
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
国
や
他
の
地
方
公
共
団
体
の
動
向
等
に
留
意

し
、
教
育
委
員
会
と
連
携
し
な
が
ら
、
調
査
・
研
究
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

②
勤
務
環
境
の
整
備
等
に
つ
い
て

ア
時
間
外
勤
務
の
縮
減
等
に
つ
い
て
は
、
業
務
の
簡
素
・
効
率
化
、
縮
減
目
標
の
設
定
な
ど
、

組
織
全
体
と
し
て
取
り
組
む
と
と
も
に
、
特
に
、
管
理
監
督
者
に
お
い
て
は
、
職
員
の
勤
務
時

間
の
厳
正
な
管
理
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

イ
健
康
管
理
対
策
に
つ
い
て
は
、
組
織
的
な
取
組
と
し
て
、
管
理
監
督
者
へ
の
意
識
づ
け
や
業

務
執
行
体
制
を
改
善
し
、
良
好
な
人
間
関
係
を
確
保
す
る
な
ど
、
職
員
が
信
頼
し
て
相
談
で
き

る
環
境
を
つ
く
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ウ
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
の
両
立
支
援
に
つ
い
て
は
、
男
性
職
員
の
育
児
休
業
や
出
産
・
育
児

に
係
る
休
暇
の
取
得
が
進
ん
で
い
な
い
た
め
、
職
員
全
体
に
対
す
る
制
度
の
周
知
及
び
意
識
啓

発
に
努
め
、
特
に
男
性
職
員
が
家
庭
生
活
に
積
極
的
に
参
画
で
き
る
職
場
環
境
づ
く
り
や
長
時

間
労
働
の
抑
制
に
一
層
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。

③
勤
務
時
間
の
見
直
し
に
つ
い
て

人
事
院
は
、
民
間
と
の
均
衡
を
図
る
観
点
か
ら
、
職
員
の
勤
務
時
間
を
１
日
７
時
間
45
分
、
１

週
38
時
間
45
分
に
改
定
す
る
よ
う
勧
告
し
て
お
り
、
本
県
の
民
間
企
業
も
国
と
ほ
ぼ
同
様
の
状
況

に
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
に
準
じ
て
勤
務
時
間
を
見
直
す
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
こ
れ

ま
で
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
維
持
し
つ
つ
、
行
政
コ
ス
ト
を
増
大
さ
せ
な
い
こ
と
が
基
本
で
あ
る
。

④
人
事
評
価
制
度
に
つ
い
て

人
事
評
価
制
度
を
確
立
し
、
運
用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
評
価
者
と
評
価
の
対
象
と
な
る
職
員

が
制
度
の
趣
旨
等
に
つ
い
て
理
解
を
共
有
し
た
上
で
、
勤
務
実
績
が
客
観
的
か
つ
公
正
に
評
価
さ

れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
運
用
の
状
況
を
踏
ま
え
て
、
評
価
結
果
を
任
用
、
給
与
等

に
適
切
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

⑤
高
齢
期
の
職
員
の
雇
用
確
保
に
つ
い
て

公
的
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
の
段
階
的
な
引
上
げ
に
よ
り
、
平
成
25
年
度
以
降
の
定
年
退
職
者

に
つ
い
て
無
年
金
期
間
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
国
家
公
務
員
の
定
年
引
上
げ
等
の
動
向
を

注
視
し
、
人
事
管
理
上
の
問
題
点
と
高
齢
期
の
職
員
の
雇
用
確
保
の
課
題
に
つ
い
て
検
討
を
進
め

る
必
要
が
あ
る
。
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勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
要
求
制
度
は
、
職
員
か
ら
勤
務
条
件
に
関
し
、
適
当
な
行
政
上
の
措
置
を

求
め
る
要
求
が
あ
っ
た
場
合
に
、
人
事
委
員
会
が
必
要
な
審
査
を
し
た
上
で
判
定
を
行
い
、
あ
る
い
は

あ
っ
せ
ん
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
で
事
案
の
解
決
に
当
た
る
も
の
で
す
。

平
成
１
９
年
度
末
平
成
２
０
年
度
中
平
成
２
０
年
度
中
平
成
２
１
年
度
へ

の
係
属
件
数

の
要
求
件
数

の
処
理
件
数

の
繰
越
件
数

県
分

０
２

０
２

受
託
分

０
０

０
０

※
「
受
託
分
」
は
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
を
受
け
て
い
る
町
分

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
制
度
は
、
職
員
か
ら
懲
戒
そ
の
他
そ
の
意
に
反
す
る
不
利
益
な
処
分

を
受
け
た
と
し
て
不
服
申
立
て
（
審
査
請
求
又
は
異
議
申
立
て
）
が
あ
っ
た
場
合
、
人
事
委
員
会
が
、

事
案
を
審
査
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
そ
の
処
分
を
承
認
し
、
修
正
し
、
又
は
取
り
消
す
判
定
（
裁

決
又
は
決
定
）
を
行
う
も
の
で
す
。

平
成
１
９
年
度
末
平
成
２
０
年
度
中
平
成
２
０
年
度
中
平
成
２
１
年
度
へ

の
係
属
件
数

の
申
立
て
件
数

の
処
理
件
数

の
繰
越
件
数

懲
戒
処
分

８
４
，
５
４
９

２
６
，
７
６
９

７
７
，
７
８
２

県
分
限
処
分

６
０

０
６

分
そ
の
他

９
１

１
９

計
８
４
，
５
６
４

３
６
，
７
７
０

７
７
，
７
９
７

受
懲
戒
処
分

０
０

０
０

託
分
限
処
分

０
０

０
０

分
そ
の
他

０
０

０
０

計
０

０
０

０

※
「
受
託
分
」
は
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
を
受
け
て
い
る
町
分

事
案

名
審
査
等
の
状
況

県
分

平
成
１
９
年
(不
)第
２
号
事
案

裁
決
（
処
分
承
認
）

平
成
２
１
年
２
月
２
日
付
け
審
査
請
求

却
下

昭
和
４
３
年
(不
)第
５
６
号
ほ
か

審
査
の
打
切
り
（
規
則
第
１
３
条
第
１
項

１
，
７
２
０
事
案

第
３
号
、
第
４
号
及
び
第
５
号
該
当
）
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